
 

 

 

 

 

 

 日本共産党久喜市議団   № ２号 

市議団ニュース 

   連 絡 先        ２０１０年 ５月３０日 

木村奉憲・２２－８５６７、杉野 修・５８－９０１０ 

石田利春・５２－７２６０、渡辺昌代・２１－９０５８ 

合併後の初議会、開かれる 
サービス低下の条例にはキッパリ反対をつらぬく！ 

 

党市議団 
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併
に
よ
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弊
害
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併
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専決処分されたおもな条例 

◆職員定数条例・・３町の職員配置は大幅削減。 

        （各総合支所については右に） 

◆税条例・・・・・菖蒲町に都市計画税を課税。 

         法人住民税は値上げに。 

◆職員給与の条例・・特殊勤務手当など一部削除。 

◆手数料条例・・・住民票など２００円から３００円に 

        建築確認手数料は１万円の値上げに。 

◆施設使用関連・・利用時間の制限など。 

◆入学準備金など・・新たに「連帯保証人」や「税を完 

納していること」が必要条件に。額も引き下げに。 

（子どもの「教育を受ける権利」に「格差」を持ち込む） 

◆教育集会所・・・運営委員から「なじまない」として 

「公募の市民」を除外。 

◆鷲宮中央保育所の廃止・・町にたった一つの公的保育 

           の廃止を鷲宮議会・住民の同意

もなく廃止。 

 このほか合併前の合意では、廃止や改悪になったものもあります。 

[例] ・「敬老会」の催しすべて廃止に。 

   ・「ねたきり老人手当」（月５０００円）の廃止。 

   ・「緊急通報システム」無料から年３６００円の有料化へ。 

 

※
議
会
を
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く
暇
（
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と
ま
）
が
な
か
っ
た
時
な
ど

に
、
市
長
の
権
限
で
条
例
な
ど
を
議
会
の
議
決
を
経

な
い
で
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

◆
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、
合
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理
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あ
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「
専
決
処
分
」
と
は
？ 

菖蒲町―５０人減 

栗橋町―３０人減 

鷲宮町―７４人減 

旧久喜市の 

公民館利用

料が有料へ 

 日本共産党議員団が「専決処分」に反対した理由 

◆専決された条例の中には住民サービスや負担に関わるもの

も含まれています。本来は各条例をひとつづつ議案にして

審議すべきでした。 内容的には上記のように、サービス

低下になるものも多く、例えば、総合支所の人員も３町で

１５４人削減されたなかで、はたして住民の要望に応えら

れるかどうかが大きく問われています。 

◆今回の「平成合併」の目的は、国が地方交付税を減らして

いくことにあります。合併後１０年で１００億円以上の削

減になります。むしろ、「合併のほうが財政難になる」ので

す。住民福祉の増進をはかる自治体の本旨からもとうてい

賛成できません。 


